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令和６年度 路面性状調査業務委託  実施説明書 
 

 

１ 目的 
本業務は、北九州市管内の主要幹線道路・補助幹線道路について、路面性状調査・舗装健全度評

価を実施し、「舗装維持管理修繕計画」に向けたデータ整理、分析・考察を行うものであり、道路の

効率的な点検及び維持管理を行うことを目的とする。 

 

 

２ 業務概要  

（１） 業 務 名  令和６年度 路面性状調査業務委託 

（２） 業務内容   別紙仕様書のとおり 

（３） 委託期間    契約締結日から令和７年３月３１日まで  

（４） 委託限度額 ２０,０００千円（消費税及び地方消費税を含む）以内とする。 

（５） 入札形態  公募型プロポーザル方式 

   

 

３ 参加資格  

（１） 参加資格の要件 

本業務への参加は、次の各号のいずれにも該当する者であること。  

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない

者であること。  

イ 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則(平成７年

北九州 市規則第１１号）第６条第１項又は北九州市測量業務、建設コンサルタン

ト業務等競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則(平成６年北九州市規則第６

０号）第７条第１項の有資格業者名簿に記載されていること。  

ウ 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。  

エ 令和元年度４月１日以降の契約で公示日までに完了した同種業務の実績を１件以上

有すること。 

同種業務：路面性状調査業務（測定方法は問わない） 

※ ただし発注機関は、国土交通省、地方自治体又は同等の特殊法人（公社、技術センタ

ー等）とする。 

※ 共同企業体での応募も可とする。ただし、それぞれの会社が北九州市物品等供給契約

の競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則(平成７年北九州 市規則第１１

号）第６条第１項又は北九州市測量業務、建設コンサルタント業務等競争入札参加者

の資格及び審査等に関する規則(平成６年北九州市規則第６０号）第７条第１項の有

資格業者名簿に記載されていること。 

 

 

（２）参加資格の喪失 

提案者が受託候補者の特定の日までに、次のいずれかに該当することになった場合、当該

プロポーザル方式に係る参加資格を失うものとし、また、既に提出された提案は無効とす

る。 

この場合、当該提案者に対し、当該プロポーザル方式に係る参加資格を失った旨およびそ

の理由を文書にて通知する。 

ア 前項に規定する参加資格の要件を満たす者ではなくなったとき 

イ 不正な利益を図る目的で審査委員会の委員等と接触したとき 

ウ 提案書に虚偽の記載をしたことが判明したとき 
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４ 応募手続き     

（１） 実施スケジュール（予定） 

内 容    時 期  

① 参加意向申出書、質問書提出締切  令和 6 年 11 月 21 日（木） 

② 企画提案書等提出締切  令和 6 年 12 月 3 日（火）  

③ プレゼンテーション  令和 6 年  12 月  12 日（木） 

④ 業務委託候補者決定、契約締結  令和 6 年  12 月  中旬（予定）  

事業実施  契約締結日～ 令和 7 年 3月 31 日  

      ※企画提案書の作成等について、説明会は開催しないものとする。 

     ※全ての提出データについてＰＤＦで作成、電子メール又は郵送で提出するものとする。 

 

（２）参加申出書の提出  

この公募型プロポーザル方式で入札参加を希望する者は、以下のとおり参加申出書(別紙

を所定の期日までに提出し、参加資格の確認を受けなければならない。なお、期日までに当

該書類を提出しない者又は入札参加資格がないと認められた者は、この公募型プロポーザル

方式での入札に参加することができない。 

ア 提出期限：令和６年１１月２１日（木）１７：１５まで 

イ 提 出 先：「１０ 問合せ先及び提出先」と同じ 

ウ 提出方法：必要書類を電子メール又は郵送（期限内必着）のこと。 

エ 提出書類：参加申出書（別紙） 

   ※電子メールアドレス又は住所は、下記の「１０ 問合せ先及び提出先」参照 

※確認のため、提出後に電話連絡すること 

 

  （３）質問書の提出 

ア 提出期限：令和６年１１月２１日（木）１７：１５まで 

イ 提 出 先：「１０ 問合せ先及び提出先」と同じ 

ウ 提出方法：必要書類を電子メール又は郵送（期限内必着）のこと。 

エ 回答方法：全ての質問に対し、参加申出書を提出した全員に電子メールで回答する。 

オ 回答期限：令和６年１１月２９日（金）まで 

※電子メールアドレス又は住所は、下記の「１０ 問合せ先及び提出先」参照 

※確認のため、提出後に電話連絡すること 

 

（４）企画提案書・見積書等の提出  

      参加希望者は、期限までに下記書類を提出すること。なお、提出された書類は返却しな

い。また、提案にかかる費用については、事業者の負担とする。 

ア 提出書類： 

① 企画提案書（任意の様式） ＰＤＦデータ 

全てＡ４判（縦・横は問わない）、横書き、左綴りを基本とし、 

１０～１５ページ程度(表紙・目次を除く）で作成すること。 

② 入札(見積)書（別紙）  ＰＤＦデータ 

※入札書は社名・代表者印入りが記載されていること。 

（ＰＤＦデータの場合、コピー可） 

③ 工程表 
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様式は任意とする。 

④ 同種業務の実績を証明するもの 

令和元年度４月１日以降の契約で公示日までに完了した同種業務の実績（５件以

内） 

同種業務：路面性状調査業務（測定方法は問わない） 

※発注機関は、国土交通省、地方自治体又は同等の特殊法人（公社、技術センタ

ー等）とする。 

   イ 提案内容：以下の内容について、図や表なども用いて、簡潔に記載すること。 

          なお、各項目の詳細は別紙、仕様書を参照すること。 

① 会社概要・業務実績 

・本委託の履行を行うにあたり、会社概要や路面性状調査の実績等を紹介 

② 業務内容の把握 

  ・業務を実施するにあたり、課題や留意点及びその対応策を簡潔に整理すること。 

③ 路面性状調査 

・路面性状調査の測定方法を示すこと。 

・測定データの解析方法を示すこと。 

・測定に使用する車両又は使用機器については、性能確認証書などの公に認められ

た証明書の写しを提出すること。 

④ 工程表 

 ・仕様書 第 16 条に記載の業務について、ネットワーク工程表を示すこと。 

また、クリティカルパスの所要日数も明記すること。 

特に仕様書 第 16 条 2-1 から 2-4 の工程を明確に示すこと。 

⑤ 創意工夫・自由提案 

・成果品の活用しやすさに対する工夫について、具体的に示すこと。 

・本市が定めた仕様以外に、定量的な調査等を行う方法の提案がある場合は記載す

ること。また、提案は本業務の委託料の範囲内で実施可能か、別途費用が必要と

なるか明示すること。 

⑥ 実施体制 

・業務成果の品質向上に向けた対応策を示すこと。 

⑦ 予定技術者 

         ・予定する管理技術者の所有資格及び実績を示すこと。 

⑧ 見積額 

・本業務の見積額を示すこと。（経費・消費税及び地方消費税の額を含む） 

 

      ウ 提出期限：令和６年 １２月 ３日（火）１７：１５まで  

      エ 提 出 先：「１０ 問合せ先及び提出先」と同じ 

オ 提出方法：必要書類を電子メール又は郵送（ＣＤ－ＲＯＭ等を期限内必着）のこと。  

カ 期限内に提出のなかった者は辞退したものとみなす。 

 

    （５）プレゼンテーションの実施  

ア 開催日時：令和６年１２月１２日(木)（予定） 

    日時は後日調整のうえ、参加意向事業者に連絡する。  

イ 開催方法：対面もしくは本市が準備する WEB 形式で実施。  

       対面の場合、会場は北九州市役所 本庁舎１５階 １５Ａ会議室 

       ※会場は変更になる際は、参加意向者に対し連絡いたします。 

ウ 内   容：提出した企画提案書のほか、POWERPOINT を使用した説明も可能。 

プレゼンテーション１５分／１社、質疑応答１５分／１社（予定） 
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エ 不参加、又は定められた時間に間に合わなかった者は、辞退したものとみなす。ただ

し、やむを得ない理由(災害等による交通遮断等)があると認められる場合、この限り

ではない。 

 

５ 審査及び審査結果 

（１）審査方法 

      提出された企画提案書等及びプレゼンテーションに基づき、本市職員等で構成された審

査委員会において審査を行い、最も優れた提案内容の事業者を選定する。審査結果が同点

の場合、見積金額が最も低いものを選定する。 

       なお、審査結果が同点で見積金額の最も低いものが複数の場合は、審査委員会において

企画提案書等の再審査を行う。 

 

（２）審査基準 

    審査の評価項目、評価基準及び配点は別紙「審査評価表」による。 

 

６ 審査結果の通知  

受託候補者を特定したときは、提案者全員に次の事項を通知する。 

（１）受託候補者として特定した又は受託候補者として特定されなかった旨 

（２）当該提案者の順位及び点数 

（３）受託候補者として特定されなかった提案者には、その理由について、所定の期限までに説  

明を求めることができる旨 

 

７ 審査結果の公表  

     受託候補者を特定した場合は、市ホームページに次の事項を公表する。 

（１）受託候補者の商号又は名称 

（２）提案者数 

（３）提案者（受託候補者のみ商号又は名称を表示）の評価結果 

（４）審査委員会の委員の氏名及び職名 

（５）審査委員会における主な意見 

（６）市の主な特定理由 

 

８ 契約締結  

（１）市は、審査結果の通知後に、受託候補者と当該業務委託に係る詳細について必要な協議を

行う。この協議において、企画提案書に記載した提案内容について、業務受託候補者から

の変更は原則認められない。ただし、市に不利にならない変更であって、プロポーザル方

式審査の公平性、透明性及び競争性に影響を及ぼさないものについては除く。 

（２）協議が整った場合は、業務受託候補者からあらためて見積書を徴収し、見積書を精査のう

え随意契約による契約の締結を行う。 

（３）協議が整わない場合は、次点者と順次協議を行い、新たな委託候補者を決定のうえ、その

者と協議が整った場合は、契約を締結する。受託候補者が契約締結の日までに本市から指

名停止を受けた場合も同様とする。 

（４）契約保証金は契約額の１００分の５の額とする。ただし、契約の相手方が北九州市契約規則

(昭和 39 年北九州市規則第 25号)第 25 条第 7 項第 1 号又は第 3号に該当する場合は免除す

る 
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（５）受託候補者が業務委託におけるプロポーザル方式 実施要領の第７条に該当することが判明

した場合は、受託候補者としての資格を取り消す。この場合は、上記（２）と同様に処理す

る。 

（６）その他、本書に定めのない事項は、地方自治法、同法施行令および北九州市契約規則、業務

委託におけるプロポーザル方式実施要領等の関係規定の定めに従い処理する。  

 

９ その他留意事項   

・参加申込書の提出後、企画提案やプレゼンテーションの実施を希望しない場合は、辞退する

ことが可能である。この場合でも、以後、不利益な取り扱いを受けることはない。提案を辞

退する場合は、電子メール又は郵送で辞退届（別紙）を提出すること。 

・その他、この仕様書に定めのない事項については、本市と受託者が協議のうえ決定する。 

 

１０ 問合せ先及び提出先  

北九州市 都市整備局 道路部 道路維持課 （担当 中村・久保山） 

     〒８０３―８５０１ 北九州市小倉北区城内１番１号  

      ＴＥＬ：０９３－５８２－２２７４  

   Ｅmail：hikari_nakamura01@city.kitakyushu.lg.jp 

mailto:hikari_nakamura01@city.kitakyushu.lg.jp

